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福
岡
地
区
地
区
計
画
の
案
の
縦
覧
を
行
い
ま
す

問 

谷
和
原
庁
舎
都
市
計
画
課
（
内
線
５
１
０
４
）

　
都
市
計
画
法
第
17
条
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
つ
く
ば
み
ら
い
福
岡
地
区
地
区
計
画

の
案
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。
こ
の
案
に
意
見

の
あ
る
方
は
、
縦
覧
期
間
中
に
意
見
書
を
提

出
で
き
ま
す
。

■
案
の
縦
覧

▼
縦
覧
期
間
＝
９
月
13
日
㈪
～
９
月
27
日
㈪

※
土
、
日
、
祝
祭
日
を
除
く
午
前
８
時
30
分

～
午
後
５
時
15
分

▼
縦
覧
場
所
＝
都
市
計
画
課
（
谷
和
原
庁
舎

　
１
階
）

■
意
見
書
の
提
出

　
意
見
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
縦
覧
期

間
内
に
直
接
ま
た
は
郵
送
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
提
出
先
＝
都
市
計
画
課

　
〒
３
０
０
‐
２
４
９
２　
つ
く
ば
み
ら
い
市

　
加
藤
２
３
７

※
意
見
書
の
様
式
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

　
た
は
都
市
計
画
課
の
窓
口
を
ご
利
用
く
だ

　

さ
い
。
郵
送
で
の
ご
提
出
の
場
合
は
、

　
９
月
27
日
㈪
必
着
と
な
り
ま
す
。

お知らせ

総
合
計
画 

市
民
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
参
加
者
募
集

問 

伊
奈
庁
舎
企
画
政
策
課　
（
内
線
１
２
０
２
）

　
総
合
計
画
は
、
ま
ち
の
将
来
像
と
そ
の
実

現
に
向
け
た
「
ま
ち
づ
く
り
」
の
指
針
と
な

る
も
の
で
す
。

　
現
在
の
前
期
基
本
計
画
の
計
画
期
間
が
令

和
４
年
度
を
も
っ
て
満
了
す
る
こ
と
に
伴
い
、

令
和
５
年
度
か
ら
令
和
９
年
度
を
計
画
期
間

と
し
た
後
期
基
本
計
画
を
策
定
し
て
い
ま
す
。

　
策
定
に
あ
た
っ
て
、市
民
の
皆
さ
ん
と「
ま

ち
づ
く
り
」
を
進
め
る
た
め
に
、
将
来
の
ま

ち
の
姿
を
一
緒
に
考
え
て
い
た
だ
け
る
方
を

募
集
し
ま
す
。

■
第
１
回
『
つ
く
ば
み
ら
い
市
の
魅
力
を
考

え
よ
う
』

▼
開
催
日
＝
11
月
７
日
㈰

▼
時
間
＝
午
前
の
部　
午
前
９
時
30
分
～

　
午
後
０
時
30
分

　
午
後
の
部　
午
後
２
時
～
５
時

▼
場
所
＝
み
ら
い
平
市
民
セ
ン
タ
ー

▼
内
容
＝
市
民
の
皆
さ
ん
が
感
じ
る
「
市
の

　
魅
力
や
課
題
」
に
つ
い
て
意
見
交
換
し
て

　
い
た
だ
き
ま
す
。

■
第
２
回
『
未
来
に
向
け
て
取
り
組
み
を
考

え
よ
う
』

▼
開
催
日
＝
令
和
４
年
７
月
頃

▼
内
容
＝
第
１
回
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、

　
テ
ー
マ
ご
と
の
取
り
組
み
の
方
向
性
を
考

　
え
ま
す
。

※
第
２
回
の
テ
ー
マ
は
、
第
１
回
か
ら
引
き

　
続
い
て
い
ま
す
の
で
、
可
能
な
限
り
２
回

　
と
も
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
テ
ー
マ
＝
子
育
て
・
教
育
、
健
康
・
福
祉
、

　
産
業
・
文
化
、
生
活
環
境
・
都
市
基
盤　

　
興
味
の
あ
る
テ
ー
マ
を
第
３
希
望
ま
で
選

　
択
し
て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
期
限
＝
10
月
11
日
㈪
ま
で

▼
募
集
人
数
＝
50
名
程
度

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
、
年
齢
・
性
別
な

　
ど
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
て
参
加
者
を
決

　
定
し
ま
す
。

▼
応
募
要
件
＝
次
の
通
り

〇
市
内
に
在
住
ま
た
は
通
学
・
通
勤
し
て
い

　
る
方

〇
15
歳
以
上
の
方
（
令
和
３
年
４
月
２
日

　
時
点
）

※
学
生
の
参
加
大
歓
迎
・
お
子
様
連
れ
で
の

　
参
加
も
可
能
で
す
（
小
学
生
以
上
）

▼
応
募
方
法
＝
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記

　
入
の
上
、企
画
政
策
課
（
伊
奈
庁
舎
３
階
）

　
ま
で
お
持
ち
い
た
だ
く
か
、
い
ば
ら
き
電

　
子
申
請
届
出
サ
ー
ビ
ス
・
郵
便
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・

　
電
子
メ
ー
ル
に
て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

　
様
式
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
・
い
ば
ら
き
電
子
申

請
届
出
サ
ー
ビ

ス
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

募　集

総合計画や応募
に関する情報は

こちら

９
月
は
動
物
愛
護
月
間
で
す

問 

谷
和
原
庁
舎
生
活
環
境
課　
（
内
線
３
３
０
１
）

　
９
月
は
「
動
物
愛
護
月
間
」
で
す
。
こ
れ

を
機
会
に
犬・猫
の
飼
い
主
の
責
務
、マ
ナ
ー

に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

■
最
期
ま
で
責
任
を
も
っ
て
飼
っ
て
く
だ

さ
い

　
飼
い
主
の
都
合
で
捨
て
ら
れ
、
処
分
さ
れ

て
し
ま
う
ペ
ッ
ト
が
い
ま
す
。
不
幸
な
動
物

を
増
や
さ
な
い
た
め
に
も
、
飼
育
を
始
め
る

前
に
は
、
家
族
で
話
し
合
い
を
す
る
な
ど
、

最
期
ま
で
責
任
を
も
っ
て
飼
育
が
で
き
る
の

か
を
よ
く
考
え
ま
し
ょ
う
。

　

散
歩
の
際
も
、
必
ず
リ
ー
ド
（
引
き
綱
）

を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
器
具
な
ど
を
定
期
的

に
点
検
し
て
、
逃
げ
出
さ
な
い
よ
う
十
分
注

意
を
払
い
ま
し
ょ
う
。

■
動
物
の
虐
待
や
遺
棄
は
犯
罪
で
す

　
動
物
を
虐
待
し
た
り
遺
棄
す
る（
捨
て
る
）

こ
と
は
犯
罪
に
な
り
ま
す
。
虐
待
や
遺
棄
さ

れ
て
い
る
犬
・
猫
を
発
見
し
た
ら
警
察
と
市

生
活
環
境
課
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※
動
物
愛
護
法
が
改
正
さ
れ
、
動
物
虐
待
に

　
対
す
る
罰
則
が
強
化
さ
れ
ま
し
た
。

お知らせ

11


